
令和６年度～１１年度（６年間）

○ 食育基本法第１７条第１項に規定する都道府県食育推進計画
○ 「なら健康長寿基本計画」を上位計画とし、関連する諸計画と整合性を図り
推進

計画の位置づけ

計画期間

「食」を通して健全な心身を培い、豊かな人間性を育む
すべての県民が、生涯にわたって様々な経験を通じて「食」に関心を持ち「食」の
安全性や栄養、食文化などの「食」に関する知識を身につけ、健全な心身を培う
ための「食」を選択する力を養うとともに、「食」に対する感謝の気持ちや「食」を
大切にする心を持った豊かな人間性を育む。

基本理念

１．生活習慣病の発症と重症化予防

５．健康な食生活の定着と実践

Ⅲ 奈良の食の魅力向上
のための食育

Ⅰ 健康寿命の延伸に
むけた食育

Ⅱ 次世代の健全な食習
慣形成のための食育

Ⅳ 食を支える環境づくり

４．健やかな発育、基本的な生活習慣
の形成

２．高齢者の健康づくり

３．自然に健康になれる食環境づくり

６．奈良の食の理解と実践

７．食育推進のための体制整備

８．社会情勢の変化に対応した食育

〇 県民が健康的な食習慣を習得し、実践できる

〇 子どもが「食」と「健康」に関心をもち、健康的な食生活を実践できる

〇 県民が県産農畜水産物に関心をもち、消費拡大が進む

〇 県民が「食」や「食の安全」に関する知識と理解を深め、自らの食生活を適

切に判断、選択できる

基本方針

施策体系

目指す姿

施 策

第４期奈良県食育推進計画（案）について

計画の推進体制

健康・教育・農業・食の安心安全・食の担い手の育成・食文化など、取り組むべ
き分野が広く、関係部局、関係機関・団体も多岐にわたるため、計画の趣旨や理
念、施策の方針等を多くの方々と共有し、一体となって推進

○ 施策に定量的な目標値を設定し、毎年、進捗を評価
○ 奈良県食育推進会議において進捗管理を行い、効果的な施策を推進

計画の進捗管理
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第４期奈良県食育推進計画の施策展開
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第４期奈良県食育推進計画の指標について
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